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熊本県告示第６１７号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により次の指定
障害福祉サービス事業者から変更の届出があったので、同法第５１条の規定により公示す
る。 
  平成２２年６月１１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

事業者の名称、事 

業所の名称及び事 

業の種類 

変更があった 

事項 

変更前の内容 変更後の内容 変更年月日

社会福祉法人 天

恵会 

有明ホームヘルパ

ーサービス 

居宅介護、重度訪 

問介護 

事業所の所在

地 

玉名市天水町部

田見４４０番地 

玉名市築地６５

番地２ 

平成２２年

４月１日 

社会福祉法人 グ

リーンコープ 

社会福祉法人グリ

ーンコープふくし

サービスセンター

そよ風 

居宅介護、重度訪 

問介護 

事業所の所在

地 

八代市本町三丁

目４番地４２ 

八代市本町四丁

目２番地２８ 

平成２２年

４月１日 
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熊本県公告第３３２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２２年６月１１日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

合志市豊岡字群前２４００番１０６及び同２４００番１０９ 
４９８．００平方メートル 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  菊池郡菊陽町津久礼１６６番地９コーポ中尾３０１ 

山口 裕一 
 

 
熊本県公告第３３３号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の２ 
の規定により通知する次の者については、その所在が不分明なので、同法第１８９条の規 
定により、当該通知の内容を球磨村役場に掲示する。 
  平成２２年６月１１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 所在の不分明な者の氏名 
  久保 秋蔵、漆尾 孝允、田頭 康一、吉川 由美、愛甲 重信 
２ 通知の趣旨 
 （１） 保安林の指定施業要件を変更する予定であること。 
 （２） 保安林の所在場所、指定の目的及び指定施業要件については、平成２２年５月１ 
   １日付け熊本県告示第５３３号による。 

 
 
熊本県公告第３３４号 
 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項の規定による処分を行ったので、
同法第２９条の５第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。 
  平成２２年６月１１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 処分をした年月日 
  平成２２年６月４日 
２ 被処分者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号 

信総建設株式会社 
熊本県玉名郡玉東町上木葉６２０－１ 
代表取締役 森田 美由紀 

  熊本県知事許可（般－１８）第１５２５３号 
３ 処分の内容 
  建設業法第２９条第１項の規定に基づく許可の取消し 
４ 処分の原因となった事実 
  信総建設株式会社は、平成２２年５月１４日、熊本地方裁判所において、建設業法違

反により、罰金５０万円の判決を受け、同月３１日、その刑が確定した。 
    このことが、建設業法第２９条第１項第２号に該当する。 

 
 
熊本県公告第３３５号 
 公募により企画提案を募集し、審査委員会でその内容を審査し、相手方を決定する方式
（企画コンペ方式）で業務委託先を選定するので、次のとおり公告する。 
  平成２２年６月１１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 業務の概要 

（１）業務名 
平成２２年度熊本県卸売市場整備計画策定調査業務 

（２）業務内容 
ア 各種調査及び調査結果の分析等に関する業務 
イ 中間報告書の作成業務 
ウ 調査報告書の作成業務 
エ 業務処理報告書の提出に関する業務 
オ 卸売市場審議会等における業務 

２ 委託期間 
  契約締結日から平成２３年２月２８日（月）まで 

 公  告 
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３ 企画コンペの参加資格 
  企画コンペに参加する者は、次に掲げる（１）又は（２）のいずれかを満たしている 
 こと。 
 （１）民間企業、シルバー人材センター、ＮＰＯ法人、その他の法人又は法人以外の団

体等であること。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする企業等、暴力団
若しくは暴力団員の統制の下にある企業等を除く。 

 （２）「物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱 
   （平成１８年熊本県告示第５２１号）」による審査のうえ、有資格者として営業種 
   目「調査業務」に登録された者であること。 
４ 企画提案書の提出 

（１）提出期限 
平成２２年６月２５日（金）午後５時までに、別途提示する「平成２２年度熊本

県卸売市場整備計画策定調査業務委託企画提案書作成要領」（以下「作成要領」と
いう。）に基づき作成した企画提案書を団体支援総室まで提出するものとする。 

（２）提出先 
熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
熊本県農林水産部 団体支援総室 総務・共済市場班 

５ 受託者の選定方法 
  審査委員会で企画提案書の内容及びヒアリングにより、次の項目について審査を行い、 
 受託者を選定する。 
 （１）企画内容について 
 （２）業務遂行能力について 
 （３）調査員の雇用管理について 
６ 企画コンペ会場の場所及び日時 

平成２２年６月３０日（水）午前９時～ １団体６０分程度 
熊本県庁本館１３０１会議室（13階） 
＊企画提案書提出者数により、日時及び場所は変更となることがある。 

７ 企画提案募集要項、企画コンペ仕様書及び作成要領の配付方法 
（１）印刷物での配付 

「平成２２年度熊本県卸売市場整備計画策定調査業務委託に係る企画提案募集要
項」（以下「募集要項」という。）、「平成２２年度熊本県卸売市場整備計画策定
調査業務委託企画コンペ仕様書」（以下「仕様書」という。）及び作成要領は、熊
本県農林水産部団体支援総室において配付する。配付を希望する場合は、９の問い
合わせ先まで事前に連絡すること。 

（２）電子ファイルでの配付 
熊本県ホームページ（団体支援総室）からダウンロードすることができる。 

（３）その他 
ＦＡＸ、電子メールでの配付は行わない。 

８ その他 
  詳細については、募集要項、仕様書及び作成要領による。 
９ 問い合わせ先 

熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
熊本県農林水産部 団体支援総室 総務・共済市場班（０９６－３３３－２３７２） 

 
 
熊本県公告第３３６号 
 上益城郡益城町に事務所を置く益城町土地改良区の役員が次のとおり退任した旨の届出
があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により
公告する。                                 
  平成２２年６月１１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

 役職名     氏   名    住  所 

退任 

 理事 

 

永田 義憲 

 

上益城郡益城町大字上陣８５４番地 
 
 
 
 
 
熊本県教育委員会公告第２９号 
 平成２２年度くまもと「夢への架け橋」教育プラン推進委員会の開催について   
  平成２２年度くまもと「夢への架け橋」教育プラン推進委員会を次のとおり開催します。 
  平成２２年６月１１日 
                                           熊本県教育長 山 本   生    
１ 開催日時 
    平成２２年６月２２日（火）午後２時から午後４時まで 

 登載依頼 
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２ 開催場所 
    熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県庁行政棟新館２階「多目的ＡＶ会議室」 
３ 議事 
 （１） くまもと「夢への架け橋」教育プランの概要について 
 （２） くまもと「夢への架け橋」教育プランの推進について 
 （３） 平成２２年度熊本県教育委員会の点検及び評価について 
４ 傍聴者の定員 
    １０人 
５ 傍聴手続 
  （１） 傍聴を希望される方は、当該会議の開催予定時刻までに、会議の会場において 
    受付を行い、事務局の指示に従って会議の会場に入ってください。 
  （２） 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了します。 
６ 問い合わせ先  
    熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    くまもと「夢への架け橋」教育プラン推進委員会事務局（熊本県教育庁教育政策課） 
    （電話 ０９６－３３３－２６７３） 

 
 
熊本県企業局公告第２号 
 荒瀬ダム撤去技術研究委員会（第２回）を次のとおり開催する。 
  平成２２年６月１１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開催日時 

平成２２年６月１８日（金） 
午後２時から午後４時まで 

２ 開催場所 
熊本市出水二丁目７番１号 
熊本市総合体育館・青年会館 ２階 青年会館ホール 

３ 議題 
 （１）「荒瀬ダム撤去計画」策定に向けた課題整理について 
 （２）その他 
４ 傍聴者の定員  

２０人 
５ 傍聴手続 

（１）荒瀬ダム撤去技術研究委員会（以下「委員会」という。）の傍聴を希望する者は、
委員会の開催予定時刻の３０分前から１０分前までに受付を行うこと。 

（２）希望者が定員を超えた場合は、抽選とする。 
（３）会議室への入場等については、係員の指示に従うこと。 

６ 問い合わせ先 
熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
熊本県企業局総務経営課荒瀬ダム撤去準備室 
電話番号０９６－３３３－２６００ 

 
 
熊本県地方港湾審議会公告第１号 
 第３４回熊本県地方港湾審議会の会議を、次のとおり開催します。 
 なお、当該会議の傍聴手続きは、次のとおりです。 
  平成２２年６月１１日 
                                                    熊本県地方港湾審議会 
１ 開催日時 
    平成２２年６月２２日（火）  午後４時00分～午後５時00分 
２ 開催場所 
    熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県庁行政棟本館 ５階 審議会室 
３ 議題 
  三角港港湾計画の軽易な変更 
４ 傍聴者の定員 
    ２０人 
５ 傍聴手続 
 （１） 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、審議会 
    の会長の許可を得たうえで、会議の会場に入ることができます。 
  （２） 傍聴の手続きは、先着順で行い、定員になり次第終了します。 
６ お問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県地方港湾審議会事務局（熊本県土木部港湾課） 
  （電話０９６－３３３－２５１４） 
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熊本県公安委員会告示第１５号 
  平成２１年４月１０日熊本県公安委員会告示第７号の一部を次のように改正し、平成２
２年６月１１日から施行する。 
    平成２２年６月１１日 
                     熊本県公安委員会委員長  武藤 德子   
 ２の表中「木下  修」を「徳永 龍磨」に、「糸山 浩美」を「坂口 由香」に、「橋
本 隆敏」を「田中 正行」に、「新川 清司」を「福本 正人」に改める。  

 
 
熊本県内水面漁場管理委員会指示第１９２号 
 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項及び同法第１３０条第４項の規定
に基づき、コイヘルペスウィルス病のまん延を防止するため、コイ（マゴイ及びニシキゴ
イをいう。以下同じ。）の取扱いについて、次のとおり指示する。 
  平成２２年６月１１日 
             熊本県内水面漁場管理委員会会長 宮 﨑 暢 俊     
１ 指示の内容 
  県内の公共の用に供する内水面及びこれと連接一体を成す内水面において、コイを持 
 ち出し他の水域に放流してはならない。 
２ 指示の期間 
  平成２２年６月１７日から平成２３年６月１６日まで 
 


